
政
令
第
百
八
十
四
号

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
内
閣
府

設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
七
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
ソ
を
ツ
と
し
、
カ
か
ら
レ
ま
で
を
ヨ
か
ら
ソ
ま
で
と
し
、
同
号
ワ
中
「
ヲ
」
を
「
ワ
」
に
改
め
、
同
号

ワ
を
同
号
カ
と
し
、
同
号
ヲ
を
同
号
ワ
と
し
、
同
号
ル
中
「
ヌ
」
を
「
ル
」
に
改
め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
中

「
第
三
号

」
を
「
第
三
号

」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

(19)

(21)

る
。

リ

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る

研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合
的
な

(15)



整
備
に
関
す
る
事
項

第
三
条
第
三
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(13)

科
学
技
術
基
本
計
画
（
科
学
技
術
基
本
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を

(13)
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
三
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「

及
び

」
を
「

及
び

」

(49)

(51)

(38)

(48)

(40)

(50)

(37)

(35)

(36)

(37)

(38)

に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「

か
ら

(37)

(39)

(36)

(38)

(33)

(35)

(35)

(37)

(32)

(18)

ま
で
」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

(31)

(20)

(33)

(32)

(34)

(31)

(33)

(18)

(30)

(20)

(32)

ま
で
と
し
、
同
号

中
「

か
ら

ま
で
」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
内
閣

(17)

(14)

(16)

(16)

(18)

(17)

(19)

(16)

府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
七
号
の
四
の
人
工
衛
星
等
を
定
め
る
政
令
」
を
「
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
七
号
の
六

の
人
工
衛
星
等
を
定
め
る
政
令
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次

(16)

(18)

(15)

(17)

(14)

(16)

(13)

の
よ
う
に
加
え
る
。

科
学
技
術
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
見
積
り
の
方
針
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(14)

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合
的
な
整
備
に

(15)



関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
九
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
号
イ
か
ら

ニ
ま
で
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

教
育
及
び
文
化
の
振
興

ロ

福
祉
の
増
進
及
び
医
療
の
確
保

ハ

環
境
の
保
全

ニ

水
道
及
び
工
業
用
水
道
の
整
備

第
二
十
九
条
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
三
十
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附
則
第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
号
ル
」
を
「
第
三
条
第
一
号
ヲ
」
に
、
「
同
条
第
三
号

及
び

」
を
「
同

(18)

(32)

条
第
三
号

及
び

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

(20)

(34)

(31)

(33)

（
総
合
科
学
技
術
会
議
令
の
一
部
改
正
）



第
二
条

総
合
科
学
技
術
会
議
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
令

第
一
条
第
一
項
中
「
総
合
科
学
技
術
会
議
」
を
「
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
」
に
改
め
る
。

（
内
閣
府
に
お
い
て
交
付
金
の
配
分
計
画
に
関
す
る
事
務
を
行
う
事
業
又
は
事
務
を
定
め
る
政
令
の
廃
止
）

第
三
条

内
閣
府
に
お
い
て
交
付
金
の
配
分
計
画
に
関
す
る
事
務
を
行
う
事
業
又
は
事
務
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政

令
第
九
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
七
号
の
四
の
人
工
衛
星
等
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
七
号
の
四
の
人
工
衛
星
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
八
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
七
号
の
六
の
人
工
衛
星
等
を
定
め
る
政
令

本
則
中
「
第
四
条
第
三
項
第
七
号
の
四
」
を
「
第
四
条
第
三
項
第
七
号
の
六
」
に
改
め
る
。



（
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

（
文
部
科
学
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
関
す
る
こ
と
（
」
の
下
に
「
内
閣
府
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第

五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
五
十
五
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
関
す
る
こ
と
（
」
の
下
に
「
内
閣
府
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
中
第
四
号
を
削
り

、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
五
十
七
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
十
二
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。



第
六
十
八
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
十
九
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
十
二
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
七
十
三
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
七
十
四
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
十
五
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
十
六
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
五
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
内
閣
府
本
府
組
織
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
等
を

行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


